
別記第六十五号様式（立会人となるべき者の届出書の様式）（第六十六条関係）（令二総省令一三〇・一部改正） 開票（国民投票会、国民投票分会）立会人となるべき者の届出書 立会人となるべき者 住所都（何道府県）何郡（市）何町（村）字何（町）何番地 氏名 何年何月何日生 何年何月何日執行国民投票（憲法改正案の種類） 立会いすべき開票区（国民投票会、何国民投票分会）何開票区（国民投票会、何国民投票分会） 右のとおり本人の承諾を得て届出をします。 何年何月何日 政党その他の政治団体の名称 代表者氏名 選挙管理委員会委員長（国民投票長、国民投票分会長）氏名あて 備考政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。  


